
内閣官房　地域活性化統合事務局

担当省庁
担当課

根拠法令 対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

98-1
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるまちへの
再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

地元住民（自治会）が整備・管理
するポケットパーク整備を交付
対象に追加、及び足湯を設置し
た場合の給湯設備を基幹事業
に位置付け　他

国土交通省市街
地整備課

社会資本整備総合交付金交付要綱 B
地元自治会が行うポケットパークの整備については、都市再生整備計画事
業の地域生活基盤施設として、間接交付により支援することが可能です。
高齢者専用共同住宅に関するご提案の施設については、都市再生整備計
画事業の公営住宅等整備（地域優良賃貸住宅整備事業）として、支援する
ことが可能です。

ａ

地元自治会が行うポケットパーク整備について、都市再生整備計画事業の地域生活基盤施設として、間接交付により支援することが可能であること
は承知いたしました。この事業実施にあたっては、地元自治会であるため、交付に関する申請手続き等にかかる事務処理の簡素化をご配慮いただ
けるようお願いいたします。
高齢者専用共同住宅に関する提案の施設については、都市再生整備計画事業の公営住宅等整備（地域優良賃貸住宅整備事業）として、整備する
ことが可能であることは、承知いたしました。高齢者専用共同住宅内に経済活動を実施できるスペースの設置につきまして解釈できにくいところであ
りますので、引き続き詳細につきましてご相談に応じていただきたいと要望いたします。

提案者は、事務処理の
簡素化及び経済活動を
実施できるスペースの
設置について、具体化
を図るべく検討を進める
こと。国交省は、提案者
が検討を行う際に、適
時協議し、必要な助言
等を行うようお願いす
る。

Ⅰ

98-2
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるまちへの
再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

旧まち交において提案事業と位
置付けられる事業のうち、総合
特区の認定事業については基
幹事業と位置付ける制度の拡
充、及び交付率上限を現行４
０％から４５％に引き上げ

国土交通省市街
地整備課

社会資本整備総合交付金交付要綱

Ｃ

Ｂ

＜提案事業を基幹事業へ位置付け＞
提案事業は、基幹事業と一体となってその効果を増大させるために必要な
事業として、市町村からの提案のあった事業を幅広く認めているものである
ことから、提案事業を基幹事業とすることは基本的に困難です。

＜交付率の嵩上げ＞
都市再生整備計画事業の交付率は概ね40％であり、一定の要件を満たす
ことで45％に拡充することが可能です。

ｂ
<提案事業を基幹事業へ位置づけ>についての担当省庁の見解は了解しました。

<交付率の嵩上げ>
一定の要件を満たすことで４５％に拡充することが可能とのことですが、「一定の要件」の要件として、社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画
事業）を活用した総合特区認定事業を要件として追加し、交付率の上限が４５％に引き上げられるという拡充要件を要望します。

指定自治体は、実施す
る事業内容を明確に
し、事業の先駆性や改
善による効果などにつ
いて整理を行うこと。
国土交通省とは、指定
自治体が具体的な内容
を明らかにした後に、引
き続き協議を行う。

Ⅱ

98-3
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

交流施設（銭湯）を基幹事業に
位置付け

国土交通省
市街地整備
課

社会資本整備総合交付金交付要綱 B
高次都市施設として認められる場合は基幹事業の対象とすることが可能で
す。 ｄ

　高次都市施設として認められる場合は、基幹事業の対象となることは承知しております。銭湯施設においても交流施設となり基幹事業の対象とな
るものもありますが、正に浴場の部分は健康増進施設となり提案事業になると認識しています。現在、基幹事業となる事業について検討を行ってお
りますが、詳細部分について引き続き協議をお願いします。
　また、実務者レベルの協議などで以前よりお願いしておりますが、当市のような規模の小さい自治体は、検討しても基幹事業の規模が小さいことも
考えられます。この場合、提案事業にて事業を実施することが不可能または不利となるため、基幹事業の規模に関わらず実施することが可能となる
よう、本総合特区推進に有効であります「まち中の銭湯」を推進するため、制度の新設又は拡充を要望します。

提案者は、実施する事
業内容を明確にし、事
業の先駆性や改善によ
る効果などについて整
理を行うこと。国土交通
省には、提案者が具体
的な内容を明らかにし
た後に、引き続きの協
議をお願いする。

Ⅱ

総合特区名称整理番号

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（書面協議）

内閣府整理（コメント欄）
（4/3時点）

内閣府整理
Ⅰ～Ⅳ
Ⅰ：実現が可能となったもの
Ⅱ：実現に向けた条件、代替
案等の検討を継続して行うも
の
Ⅲ：実現不可能なため、各省
に対して深堀の検討を依頼
するもの
Ⅳ：指定自治体で代替案を
含む提案内容の再検討を行
うもの

提案事項名 提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)

国と地方の協議【書面協議】　担当省庁の見解（3/9時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方協議【書面協議】　指定自治体の回答（3/22時点）
（a:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）



内閣官房　地域活性化統合事務局

対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

98-1
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるまちへの
再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

地元住民（自治会）が整備・管理
するポケットパーク整備を交付
対象に追加、及び足湯を設置し
た場合の給湯設備を基幹事業
に位置付け　他

- - - -

国土交通省から、指定自治体の財政支援
要望については既存の社会資本整備総合
交付金（都市再生整備計画事業）の活用
により対応可能との見解が示され、自治体
は要望が実現可能であることが明らかとな
り了解したため、協議終了。指定自治体は
実施する事業内容の具体化を図るべく、検
討を進めること。

Ⅰ

98-2
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるまちへの
再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

旧まち交において提案事業と位
置付けられる事業のうち、総合
特区の認定事業については基
幹事業と位置付ける制度の拡
充、及び交付率上限を現行４
０％から４５％に引き上げ

B
都市再生整備計画事業の交付率は概ね40％であるが、貴市において認定されている中心市街地活性化基本計画
に当該事業を位置付ける等、一定の要件を満たすことで45％に拡充することが可能。 a 国土交通省の示した方法を含め、既存の都市再生整備計画事業の要件等を活用して実現できるよう、検討を行うこととします。(9/7）

国土交通省から、都市再生整備計画事業
の交付率を40％から45％にかさ上げする
ことについては、中心市街地活性化基本計
画に当該事業を位置付ける等、一定の要
件を満たすことで45％に拡充することが可
能との見解が示され、指定自治体として
は、国土交通省の示した方法で本当に実
現するのか疑義があり協議を継続してきた
が、協議を踏まえ、国土交通省の示した方
法を含め、既存の都市再生整備計画事業
の要件等を活用して実現できるよう、検討
を行うこととしたため協議終了。（9/7）

Ⅴ

98-3
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

交流施設（銭湯）を基幹事業に
位置付け B 高次都市施設として認められる場合は基幹事業の対象とすることが可能です。なお、当該施設については、自治体

が施設の利用用途の詳細を検討中であり、現時点で判断できないことから継続協議としたい。 d
　高次都市施設として認められる場合は、基幹事業の対象となることは承知しております。銭湯施設においても交流施設となり基幹事業
の対象となるものもありますが、正に浴場の部分は健康増進施設となり提案事業になると認識しています。現在、基幹事業となる事業に
ついて詳細の検討を行っておりますので、再見解にありますように継続協議をお願いします。
　また、実務者レベルの協議などで以前よりお願いしておりますが、当市のような規模の小さい自治体は、検討しても基幹事業の規模が
小さいことも考えられます。この場合、提案事業にて事業を実施することが不可能または不利となるため、基幹事業の規模に関わらず実
施することが可能となるよう、本総合特区推進に有効であります「まち中の銭湯」を推進するため、制度の新設又は拡充を要望します。

国土交通省から、社会資本整備総合交付
金(都市再生整備計画事業）における高次
都市施設として認められる場合は基幹事
業の対象となるも、自治体が利用用途の
詳細を検討中であり、現時点で判断できな
いため継続協議としたいとの見解が示さ
れ、指定自治体が了解していることから一
旦協議終了。自治体は施設の利用用途の
詳細について引き続き検討を行い、早期
に、国土交通省と改めて協議を行うこと。

Ⅴ

提案事項名

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（再書面協議）

整理番号 総合特区名称
内閣府再整理（コメント欄）

（7/31時点）

内閣府再整理
Ⅰ～Ⅴ
Ⅰ：実現が可能となったも
の
Ⅱ：平成25年度概算要求
等の検討がなされるもの
Ⅳ：見解の相違から協議
を一旦終了するもの
Ⅴ：自治体が再検討又は
取り下げるもの等

国と地方の協議【再書面協議】　(7/31時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、C：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方の協議【再書面協議】　指定自治体の回答（7/31時点）
（対応　a：了解、b：条件付き了解、c：受け入れられない、d：その他）

提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)



内閣官房　地域活性化統合事務局

担当省庁
担当課

根拠法令 対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

総合特区名称整理番号

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（書面協議）

内閣府整理（コメント欄）
（4/3時点）

内閣府整理
Ⅰ～Ⅳ
Ⅰ：実現が可能となったもの
Ⅱ：実現に向けた条件、代替
案等の検討を継続して行うも
の
Ⅲ：実現不可能なため、各省
に対して深堀の検討を依頼
するもの
Ⅳ：指定自治体で代替案を
含む提案内容の再検討を行
うもの

提案事項名 提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)

国と地方の協議【書面協議】　担当省庁の見解（3/9時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方協議【書面協議】　指定自治体の回答（3/22時点）
（a:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）

98-4
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

特区認定を受けた事業について
は、交付決定前に着手した場合
であっても補助対象とする。

－ － - － ｄ
歩いて暮らせるまちへの再構成に向けて、「スマートウエルネス三条推進事業」、「まちなかにぎわい創造事業」、「いきいきウォーキング事業」の3事業を、より効果的に実施す
るため、都市再生整備計画事業の拡充として「交付決定前に着手した場合であっても補助対象とすること」を要望しておりましたが、スマートウエルネスシティ地域活性化総合
特別区域協議会等における検討の結果、当該3事業については、「健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区地域活性化方針」に沿って、既に国から受けて
いる支援措置（社会資本整備総合交付金）と自主財源により、総合的に推進することとしたものです。

－ Ⅰ

98-6
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

歩道部に景観を配慮したせせら
ぎ、照明、サインやライジングボ
ラードを、社会資本総合整備交
付金(道路事業）における交付対
象事業に位置付け

国土交通省
道路局
環境安全課

B 現行の交付金事業で実施することが可能である。 ａ － － Ⅰ

98-7
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

ライジングボラード整備を社会資
本総合整備交付金（道路事業）
における基幹事業に位置付け

国土交通省
道路局
環境安全課

B 現行の交付金事業で実施することが可能である。 ｂ
ご見解の「現行の交付金事業で可能」については了解しました。
つきましては、現行の交付金で実施するにあたり、「基幹事業として可能」なのか、「提案事業として可能」なのか、明確にお示しいただきたい。

本提案では、本総合特区の推進にあたり、「歩く」が主体となる道路空間創出に向け、ライジングボラード整備および付帯施設等の整備を計画しており、基幹事業に位置付け
られるよう制度拡充を提案しておりますので、基幹事業として実施できるようご配慮をお願いいたします。

提案者は、実施する事
業内容を明確にし、事
業の先駆性や改善によ
る効果などについて整
理を行うこと。国土交通
省には、提案者が具体
的な内容を明らかにし
た後に、引き続きの協
議をお願いする。

Ⅱ



内閣官房　地域活性化統合事務局

対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

提案事項名

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（再書面協議）

整理番号 総合特区名称
内閣府再整理（コメント欄）

（7/31時点）

内閣府再整理
Ⅰ～Ⅴ
Ⅰ：実現が可能となったも
の
Ⅱ：平成25年度概算要求
等の検討がなされるもの
Ⅳ：見解の相違から協議
を一旦終了するもの
Ⅴ：自治体が再検討又は
取り下げるもの等

国と地方の協議【再書面協議】　(7/31時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、C：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方の協議【再書面協議】　指定自治体の回答（7/31時点）
（対応　a：了解、b：条件付き了解、c：受け入れられない、d：その他）

提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)

98-4
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

特区認定を受けた事業について
は、交付決定前に着手した場合
であっても補助対象とする。

- - - -

本要望事項については、自治体は当初、
「総合特区計画に位置付けられた事業は、
交付決定前に着手した場合であっても補
助対象とすること」を要望をしていたが、そ
の後検討を行い、本特区の早期実現を目
指し、既に国から受けている支援措置と指
定自治体の自主財源で、総合的に推進す
るものとして、要望を取り下げたことから協
議終了。

Ⅴ

98-6
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

歩道部に景観を配慮したせせら
ぎ、照明、サインやライジングボ
ラードを、社会資本総合整備交
付金(道路事業）における交付対
象事業に位置付け

- - - -

国土交通省から、自治体の財政支援要望
については既存の社会資本整備総合交付
金（道路事業）の活用により対応可能との
見解が示され、指定自治体は要望が実現
可能であることが明らかとなり了解したた
め、協議終了。自治体は実施する事業内
容の具体化を図るべく、検討を進めること。

Ⅰ

98-7
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

ライジングボラード整備を社会資
本総合整備交付金（道路事業）
における基幹事業に位置付け

B
社会資本整備総合交付金において、基幹事業に該当するか否かについては、具体的な整備計画の提出を受け、道
路法上で定義される道路（道路の附属物等を含む）に該当することや、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便
性の向上を図るために必要である等の基準に適合することを確認して判断することになる。
なお、基幹事業に該当しない場合も、基幹事業と一体的に実施することが必要な事業であれば、関連事業として一
定の範囲内で交付金の対象事業とすることが可能である。

a 了解いたしました。

国土交通省から、指定自治体の財政支援
要望については既存の社会資本整備総合
交付金(道路事業）の活用により対応可能
との見解が示され、それについては指定自
治体も了解しているところであるが、更に
指定自治体は「基幹事業に該当すること」
を求めており、これに対し国土交通省は、
具体的な整備計画等により詳細について
確認する必要があるため、現時点では判
断できないとしており、指定自治体も了解
していることから一旦協議終了。指定自治
体は具体的な整備計画について引き続き
検討を行い、早期に、国土交通省と改めて
協議を行うこと。
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内閣官房　地域活性化統合事務局

担当省庁
担当課

根拠法令 対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

総合特区名称整理番号

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（書面協議）

内閣府整理（コメント欄）
（4/3時点）

内閣府整理
Ⅰ～Ⅳ
Ⅰ：実現が可能となったもの
Ⅱ：実現に向けた条件、代替
案等の検討を継続して行うも
の
Ⅲ：実現不可能なため、各省
に対して深堀の検討を依頼
するもの
Ⅳ：指定自治体で代替案を
含む提案内容の再検討を行
うもの

提案事項名 提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)

国と地方の協議【書面協議】　担当省庁の見解（3/9時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方協議【書面協議】　指定自治体の回答（3/22時点）
（a:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）

98-10
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

交通事業者が補助を受ける制度
となっているが、デマンド交通の
事業主体である法定協議会に対
して支援できるよう補助対象事
業者を拡充

国土交通省
総合政策局
公共交通政策
部
交通支援課

地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金交付要綱 C

・地域公共交通確保維持改善事業は、生活交通の確保・維持を目的として、系統ごとの事前
に予測する収支差に対して補助を行っており、補助対象事業者は、補助対象事業の適切な実
施、補助金の適切な管理等の観点から、補助対象事業を実際に行う交通事業者（乗合バス事
業者等）としているところ。

・新たに法定協議会を補助対象事業者に追加した場合でも、補助の算定基準は変わらず、補
助額に変動はないため、貴市のデマンド交通のさらなる利便性向上が図られるかは不明であ
る。

・現行制度においても、自治体と交通事業者等で構成される協議会での議論を経て生活交通
ネットワーク計画が策定されており、自治体と交通事業者の連携、協働の体制が確保されてい
ることを踏まえると、補助対象事業者として交通事業者のほかに法定協議会を加えることは、
実質的な意義はないと思われる。

以上の理由により自治体の提案に沿って対応することはできない。

ｃ

・デマンド交通については、全国的にみて市区町村または法定協議会（以下「法定協議会等」という。）が事業の実施主体となっているケースも少なくないと考える。

・三条市デマンド交通については、三条市協議会地域公共交通協議会が主体となって事業の企画・立案及び執行を担い、受付及び運行業務を交通事業者に委託して負担金
として支払っている。法定協議会等が補助対象事業者となることにより、事業費が膨らみ、さらに大きな事業の展開が可能となり、利便性向上が図られる。具体的なメリットとし
ては下記のとおり。
(1)利便性：大きな事業を展開するためには法定協議会の事業費を増やすこととなるが、法定協議会の事業費を全て三条市の負担金で賄っているため法定協議会の事業費
の増額については、三条市の負担金以外の支援が必要。
(2)負担金：利用人数及び運行距離に応じた１運行に対し交通事業者収入を決め、交通事業者収入から運賃収入を差し引いた額を法定協議会から交通事業者に対し負担金
として支給し、５社の競争原理の中で実施している。しかし、現在の制度では、赤字の多い交通事業者に対し国庫補助金が多く支給されるものとなっており、各交通事業者の
規模等によって赤字額が変動（例を挙げると、事業者の規模により、同じ運行数を処理したとしても、一方は100万円の赤字に対し、一方は120万円の赤字になる可能性があ
る）することから、負担金を見直し（減額）したとしても結果的に競争原理の中での平等な負担金とならない。
(3)持続性：運行委託している交通事業者（タクシー会社）の財政力は脆弱であり、年度末に一括で補助を受ける形では運行が難しく、法定協議会が補助対象となり交通事業
者に運行負担金を支給することで、本交通の継続的な運行、安定的な事業運営が可能となる。

・当該補助金交付要綱第１条の目的に、「地域の特性・実情に 適な移動手段が提供され」ることを掲げており、移動手段の提供（事業）が法定協議会等により実施されている
場合は、事業の持続性を考慮する上で、法定協議会等が補助対象者となる方がより継続的な実施につながるものと考える。

以上のことから、本補助金の対象事業者を、交通事業者または法定協議会等とすることを要望する。

提案者は、補助対象事
業者として法定協議会
等を含めるよう制度拡
充を要望しており、法定
協議会等を補助対象と
することによるメリットも
挙げてきていることか
ら、国交省には、提案者
の意見を踏まえ、引き
続きの検討をお願いす
る。
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内閣官房　地域活性化統合事務局

対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

提案事項名

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（再書面協議）

整理番号 総合特区名称
内閣府再整理（コメント欄）

（7/31時点）

内閣府再整理
Ⅰ～Ⅴ
Ⅰ：実現が可能となったも
の
Ⅱ：平成25年度概算要求
等の検討がなされるもの
Ⅳ：見解の相違から協議
を一旦終了するもの
Ⅴ：自治体が再検討又は
取り下げるもの等

国と地方の協議【再書面協議】　(7/31時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、C：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方の協議【再書面協議】　指定自治体の回答（7/31時点）
（対応　a：了解、b：条件付き了解、c：受け入れられない、d：その他）

提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)

98-10
健幸長寿社会を創造
するスマートウエルネ
スシティ総合特区

歩いて暮らせるま
ちへの再構成

楽しく、安全でまた安心して歩く（歩
かされる）空間の創出

交通事業者が補助を受ける制度
となっているが、デマンド交通の
事業主体である法定協議会に対
して支援できるよう補助対象事
業者を拡充

B

○　地域公共交通確保維持事業においては、バス交通、離島交通等の運行に対する支援の考え方として、運行系
統自体の確保維持を明確かつ効率的に実現する観点から、競争性のある方法により協議会が選定した運送予定者
に対して、その運行系統ごとに、事前に算定された収支差に対して補助することとしたものである。

○　生活交通の確保維持のためには、事業者及び系統毎に収支差を適切に支援することが必要であり、また、効率
的な運行を前提とした支援を行う上で、事業者ごとに標準的な経費に基づいた収支差を算定する必要があることか
らも、現行の制度が適切と考える。

○　ただし、「競争原理の中での平等な負担金」とあるが、地域（地方公共団体）の負担方法を如何にするかは、協
議会の合意の上、地域の任意の判断により決定することが可能。従って、補助対象事業者の対象にかかわらず、利
用者数及び運行距離に応じて負担割合を設定することは可能である。

○　さらに、事業の実施手法については、貴市法定協議会が、一時的に国庫補助金相当分を事業者に支払い、国
庫補助金受領後、事業者が法定協議会へ当該補助金相当額を返還することも可能であり、貴市御指摘の継続的な
運行、安定的な事業運営は可能である。

以上の理由により、貴市の具体的なメリットについては、現行制度においても対応することは可能である。

c

○急速な高齢化の進展に伴い、高齢者の外出機会の減少が問題となっている中、三条市ではデマンド交通を実施し、通院、買い物、各種教室や講
座等の趣味に至るまで、高齢者の生活の足を確保し外出する機会をサポートしている。
　三条市のデマンド交通の特徴である「停留所まで歩く」ということで、平成23年12月に実施したアンケート調査の結果では、「家族送迎に頼らなくて
よい」56.7％、「自動車を運転しなくてよい」14.5％、「外出機会が増えた」13.4％といった意見のほかに「健康意識が高まった」という意見も9.7％あっ
た。
　三条市のデマンド交通の利用者は増加（380人/日以上）し、利用者の84％が60歳以上の方の利用であることから、着実に高齢者の外出支援や健
康意識の高揚に寄与しており、現在では、デマンド交通が高齢者にとってなくてはならない生活の足となっている。
　このような三条市のデマンド交通については、地域公共交通協議会が事業主体となり、受付及び運行業務を交通事業者５社に依頼し負担金とし
て支払っている。法定協議会が補助対象事業者となることにより、事業費が膨らみ、さらに利用者の拡大が図られるため、本補助金の対象事業者
に法定協議会を加え、交通事業者または法定協議会の選択制とすることを要望する。

具体的なメリット
(1)法定協議会の事業費が膨らむことにより、平日のみの運行から土・日・祝日の運行が可能となり、より多くの高齢者の外出機会の増加が図られ
る。
(2) 法定協議会が事業主体となり交通事業者に運行依頼をしているにもかかわらず、現在の制度では、赤字の多い交通事業者に対し国庫補助金
が多く支給され、同じ運行をしたとしても交通事業者の事業収入が異なる。法定協議会に国庫補助金が支給されることにより、交通事業者には法定
協議会からの負担金のみとなり平等が保たれる。（現在、国庫補助金を考慮し運行負担金の見直しを交通事業者と協議を重ねているが、それぞれ
の事業者の考えが異なるため協議が難航している。）

その他
　バス路線の減便や廃止による公共交通の見直しを図る中デマンド交通の運行については、市区町村の交通政策の中で実施されており、法定協
議会が事業主体となり交通事業者に運行依頼している市区町村もあると考える。
　当該補助金交付要綱では、補助対象事業者を道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者とされており、法定協議会は補助対象
事業者にはなれない。
　しかし、要綱第１条に「地域の特性・実情に 適な移動手段が提供され、地域公共交通の確保・維持・改善を支援することを目的とする。」と掲げ
ていることから、要綱の趣旨を踏まえた場合、事業の実施主体が法定協議会である場合は法定協議会を補助対象事業者であっても要綱の趣旨か
ら逸脱するものではないと考える。
　事業主体が何処であるのかにより、補助対象事業者を柔軟に対応していただくことで、より地域にあった事業が展開できるものと考える。

国土交通省から、指定自治体の提案する
財政支援要望により期待できる効果（利便
性、負担金の平等性、持続性）は、現行の
地域公共交通確保維持改善事業補助金
の活用により対応可能である旨の見解が
示されたが、自治体は①デマンド交通につ
いては法定協議会が事業主体となり交通
事業者に運行依頼している②現行の地域
公共交通確保維持改善事業補助金の補
助対象者は交通事業者に限定されている
が、法定協議会が実施主体である場合
は、補助対象者に法定協議会を含めても
補助金の趣旨から逸脱するものでない　と
の理由により、指定自治体は受け入れて
いない。これについて、今回の協議の中で
結論を得ることは時間的に困難であるた
め、一旦協議を終了する。指定自治体は
補助対象者の拡充により期待できる効果、
具体的なメリットについて再度整理を行い、
その上で国土交通省と改めて協議を行うこ
と。
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